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入札説明書 

 

 

  この入札説明書は、本入札公告に関し、一般競争に参加しようとする者が熟知し、

かつ、遵守しなければならない競争入札参加資格の確認等に係る手続きを明らかにす

るものである。 

 

 

１ 競争入札に付する事項 

  入札公告等のとおり 

 

２ 競争参加資格の確認 

（１）予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号、以下、「予決令」という。）第

70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人

であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由が

ある場合に該当する。 

（２）予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

（３）令和７・８・９年度一般競争参加有資格名簿（全省庁統一資格）の「役務の提

供等」において、営業品目が「調査・研究」に登録されている者。 

（４）契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等

措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

（５）本事業の遂行に必要な組織及び人員を有し、『森林・林業、若しくは動植物にか

かる博士』又は『技術士「森林部門」若しくは「環境部門」』又は『林業技士「森

林環境部門」』の資格を有する者を配置できること。 

      なお、資格を有する者については、入札参加者が本公告の前から直接雇用して

いる者であり、主たる業務（現地調査）において配置できること。 

（６）仕様書による事業と同等以上の業務実績等を有し、その実績を証明できる者で

あること。 

 

３ 競争参加資格の確認書類の提出 

（１）本入札に参加希望者は、上記２に掲げる競争入札に参加する資格を有すること

を証明するため、上記２の（３）の資格を有することを証明する書類（「資格審査

結果通知書」（全省庁統一資格）の写し）及び上記２の（５）、（６）に関する書類

等を提出し、支出負担行為担当官から競争資格の有無について確認を受けなけれ

ばならない。 

（２）支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合には、これ

に応じなければならない。 

（３）期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められ



 

た者は、本入札に参加することができない。 

（４）申請書及び資料の提出は、以下により提出すること。 

ア 提出書類 

申請書は、様式１により作成すること。 

イ 提出期限 

ア）電子調達システムにより参加する場合 

令和８年６月 22 日（月）から令和８年７月２日（木）午後３時まで（ただ

し、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。）。 

イ）紙入札方式により参加する場合 

令和８年６月 22 日（月）から令和８年７月２日（木）午後３時まで（行政

機関の休日を除く。）。 

ウ 提出方法 

ア）電子調達システムにより参加する場合 

電子調達システム上で PDF ファイル形式により送信すること。 

イ）紙入札方式により参加する場合 

入札公告４（１）②に記載の提出場所に持参又は郵送（書留等配達記録が残

るものに限る。）、電子メール（締切日時必着）で提出すること（提出された申

請書等については返却しない。）。 

競争参加資格の確認に係る書類の合計ファイル容量が10MBを超える場合に

は、下記の①から④の内容を記載した書面(様式は自由)を電子入札システム

の「競争参加資格確認申請書」画面の添付資料フィールドに貼り付け、競争参

加資格の確認に係る書類は、入札公告４(１)イに記載の提出場所に持参又は

郵送(書留郵便に限る、提出期限必着。) すること。 

なお、電子調達システムとの分割提出は認めない。 

① 持参又は郵送で提出する旨の表示 

② 持参又は郵送で提出する書類の目録 

③ 持参又は郵送で提出する書類のページ数 

④ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号 

エ ファイル形式 

電子調達システムにより提出する競争参加資格の確認書類のファイル形式に

ついては以下のいずれかの形式にて作成すること。 

・Microsoft Word（Word2016 形式以降） 

・Microsoft Excel（Excel2016 形式以降） 

・その他のアプリケーション PDF ファイル（Adobe Acrobat DC 以降） 

・画像ファイル JPEG 形式又はGIF 形式 

・圧縮ファイル LZH 形式 

オ 提出期間以降における競争参加資格の確認書類の差し替え及び再提出は認め

ない。 

カ 承諾を得て紙により提出する場合は、提出資料のほか、競争参加資格の有無

を通知する返信用封筒(長 3 号)を、申請書及び確認資料と併せて提出すること。



 

返信用封筒には、宛先を明記の上、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404 円

分)の切手を貼付すること。 

 

４ 競争参加資格の確認は、確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、電子入

札システムによる申請者には電子調達システムで、紙入札方式の申請者には書面で、

競争参加資格の有無について令和８年７月３日（金）までに通知する。 

    なお、競争参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。 

 

５ 入札説明書及び仕様書に対する質問 

（１）この入札説明書及び仕様書に対する質問がある場合においては、次に従い、書

面（様式は自由）により提出すること。 

ア 受領期間：令和８年６月 25 日（木）から令和８年７月２日（木）まで。 

持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、午前９時から午後

４時まで（正午から午後１時までを除く。）。 

イ 提出場所：入札公告４(１)②に同じ 

ウ 提出方法：書面の持参又は郵送(書留郵便に限る。)(締切日必着)による。 

（２）（１）の質問に対する回答は、書面により回答する。また、質問及び回答書の内

容を閲覧に供するとともに、九州森林管理局ホームページに随時掲載する方法に

より公表する。 

 

６ その他 

（１）電子調達システムは土曜日、日曜日及び祝日等を除く、午前９時から午後５時

まで稼働している。 

（２）障害発生時及び電子調達システムの操作等の問い合わせ先は下記のとおりとす

る。 

     【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】 

      農林水産省調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク 

https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201 

（３）入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知書及び受

付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。 

（４）第 1 回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。

再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入

札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に

時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。 

 



 

様式１ 

 

競争参加資格確認申請書 

 

令和 年 月 日 

支出負担行為担当官 

九州森林管理局長 殿  

 

代表者氏名 

商号又は名 

代表者氏名 

電 話 番 号 

 

 

  令和８年６月 12 日付けで入札公告のありました、令和８年度「奄美大島、徳之島、

沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産地域等における森林生態系保護地域等モニタリ

ング調査委託事業に係る競争に参加する資格について確認されたく、必要書類を添え

て申請します。 

  なお、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条及び第 71 条の規定

に該当する者でないこと及び入札条件を満たす内容については、事実と相違ないこと

を誓約します。 

 



 

入 札 心 得 
 
 （総則） 
第１条 支出負担行為担当官の所掌に属する物品の製造その他の請負契約、物品の買入れ契約、

請負契約その他の契約に関する入札については、法令その他に定めるもののほか、この心得に

よるものとする。 
 
 （入札等） 
第２条 入札参加者は、あらかじめ入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、入札

しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案

等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求める

ことができる。 
２ 入札参加者は、入札書（別紙様式第１号）を作成し、封かんの上、入札者の氏名（法人にあっ

ては、法人名）、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告に示した日時までに入札しなければ

ならない。 
  ただし、電子調達システムによる入札参加者は、入札書提出入力画面上において入札書を作

成し、公告又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならな

い。 
３ 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取

り消しをすることができない。 
４ 入札参加者はが、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す委任

状（別紙様式第２号）を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなけ

ればならない。 
５ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすること

はできない。 
６ 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。 
７ 入札参加者は、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 71 条第１項の規定に該当

する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。 
８ 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項（別紙様式第３号）について入札前に確認しな

ければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 
 
 （公正な入札の確保） 
第３条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54

号）等に抵触する行為を行ってはならない。 
２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入

札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 
３ 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなら

ない。 



 

 
 （入札の取りやめ等） 
第４条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行する

ことができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延

期し、若しくは取りやめることがある。 
 
 （無効の入札） 
第５条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
(１)  競争に参加する資格を有しない者のした入札 
(２)  委任状を持参しない代理人のした入札 
(３)  記名のない入札（電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入

札） 
(４)  金額を訂正した入札 
(５)  誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 
(６)  同一事項の入札について、同一人が２通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が

他の入札者の代理をした入札 
(７)  入札時刻に遅れてした入札 
(８)  暴力団排除に係る誓約事項（別紙様式第３号）について、虚偽又はこれに反する行為が認め

られた入札 
(９)  その他入札に関する条件に違反した入札 
 
 （再度入札） 
第６条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行

うことがある。この場合第１回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効と

し、当該入札に係る第３回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第３回目以降に行う

入札についても上記を準用して行うものとする。 
２ 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることが

ある。 
３ 第１項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。 
４ 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないと

きは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。 
 
 （落札者の決定） 
第７条 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 79 条に基づいて作成された予定価格

の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札

者とする。 
 
 （同価格の入札） 
第８条 落札となるべき同価格の入札者が２人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじ



 

を引かせて落札者を定める。 
２ 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者又は郵便若しくは電子調達

システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に

関係のない職員にくじを引かせるものとする。 
 
 （契約書の提出） 
第９条 落札者は、契約書を作成するときは、支出負担行為担当官から交付された契約書の案に

記名押印の上、落札決定の日から５日以内に支出負担行為担当官に提出しなければならない。

ただし、支出負担行為担当官が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することが

できる。 
２ 落札者は、入札金額の内訳書を速やかに提出しなければならない。 
３ 支出負担行為担当官は、落札者が第１項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、

当該落札者を契約の相手方としないことがある。 
 
 （異議の申立） 
第 10 条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等について

の不明を理由として異議を申し立てることはできない。 
 
（その他の事項） 
第 11 条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。 



 

別紙様式第１号  
 

入 札 書 
 
                                                     令和  年  月  日  
 

支出負担行為担当官  
   九州森林管理局長 眞城 英一 殿  
 

（入札者）  
住   所  
商号又は名称  
代表者氏名  
（代理人）  

氏    名  
 
 
                    ￥         
 

ただし、令和８年度「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺

産地域等における森林生態系保護地域等モニタリング調査委託事業の代金額  
 
 
 

上記のとおり、入札説明書、入札心得等を承諾の上、入札します。  
 
 
 
 
 

 
（注意事項）  

１  金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。  
２  用紙の寸法は、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用すること。  



 

別紙様式第２号  
 
 

委 任 状 
 
 
 

代理人氏名  
 
 

上記の者を私の代理人と定め、下記の権限を委任します。  
 

記  
 

１ 入札年月日  令和 年  月  日  
 
２ 件   名  令和８年度「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」

世界自然遺産地域等における森林生態系保護地域等モ

ニタリング調査委託事業  
 
３ 入札に関する一切の件  

 
 

令和  年  月  日  
 
             住     所  
                             商号又は名称  
             代 表 者 氏 名 
 
 
 

支出負担行為担当官  
  九州森林管理局長  眞城 英一 殿  

 
 
 
 

 
［注意］用紙の寸法は、Ａ４判とし、縦長に使用すること。  
    復代理人を選定する場合は、適宜カッコ内を記載すること。  



 

（参 考）  
紙入札による申出書  

 
                                                令和  年  月  日  
 
  支出負担行為担当官  
  九州森林管理局長  眞城 英一 殿  
 
 

住所  
会社名  
代表者氏名  
電  話  番  号  

（全省庁統一資格の業者コ-ド：       ） 
 
 

電子調達対象案件における紙入札方式での参加について  
 

 貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加

できないので、紙入札方式での参加をいたします。  
 

記  
 

１ 入札案件名  
令和８年度奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産地域等に

おける森林生態系保護地域等モニタリング調査委託事業  
 

２ 電子調達システムでの参加ができない理由  
 

３ 担当者の連絡先  
氏  名  
会社住所  
部  署  
電話番号  

 



 

別紙様式第３号  
 
 

暴力団排除に関する誓約事項  
 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２の

いずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。  
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を

被ることとなっても、異議は一切申し立てません。  
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。

ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日

の一覧表）を警察に提供することについて同意します。  

記  

１ 契約の相手方として不適当な者  
（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその

者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事

務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に

実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に

規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２  条第６号に規

定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき  
（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしてい

るとき  
（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは

関与しているとき  
（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用

するなどしているとき  
（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

るとき  
２ 契約の相手方として不適当な行為をする者  
（１）暴力的な要求行為を行う者  
（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者  
（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者  
（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者  
（５）その他前各号に準ずる行為を行う者  

 
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。  
 
 

 


